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128
四　養育費の履行確保に向け

た見直し
15行目

の離婚をした場合には、離婚の時
から引き続きその子の監護を主とし
て父母の一方は、

の離婚をした場合には、離婚の時
から引き続きその子の監護を主とし
て行う父母の一方は、

25/10

ブレークスルー　民法Ⅳ

1 / 1 ページ


